
 

 

 

 

 

放射線に関するアンケート調査ご協力のお願い 
 

 福島市では放射線による健康への影響や不安に対応するため、ホールボディカウンタに

よる内部被ばく検査、ガラスバッジによる外部被ばく検査を行ってまいりました。（内部被

ばく検査・外部被ばく検査の説明を裏面に記載しています。） 

 このたび、放射線健康管理事業を行っていく上で市民の皆様が、どのようなお考えや要

望をお持ちになっているか、また福島市で生活していてどのように感じているのかをお聴

きし、今後の放射線健康管理事業を検討するため、アンケート調査を実施いたします。 

 つきましては、大変お忙しいところお手数をおかけしますが、趣旨をご理解いただきご

協力くださいますようお願い申し上げます。 

 調査結果については、まとまり次第、市政だより、市ホームページなどでお知らせする

予定です。 
 
  令和 年 月 日 
 
                         福島市長 木幡 浩 
 
※１ 調査の結果は全て統計処理をした形で公表いたしますので、お答えいただいた方が

特定されることはなくご迷惑をおかけすることは一切ありません。また、他の目的に

用いることもありません。なお、アンケート結果に対する個別のお問合せには対応で

きませんので、ご了承をお願いいたします。 

※２ 今回のアンケート調査の対象者 

  満１８歳以上の福島市民から無作為に選ばれた男女各１，５００人 

合計３，０００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《お問合せ先》 福島市 健康福祉部 保健総務課 放射線健康管理係 

        電話０２４－５２５－７６８１（平日８：３０～１７：１５）  

 

ＵＲＬ：https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072010.task?app=202100442 

 

 

 

 

 

【ご回答に当たっての留意事項】 

１ あて名のご本人様に、ご回答をお願いいたします。（お名前は記入不要です。） 

２ アンケートへの回答は次の（１）または（２）のどちらかの方法でお願いいたします。 

（１） 別紙の「アンケート調査票」に記入し回答する。 

   ご記入後は、「アンケート調査票」だけを同封の返信用封筒（切手不要）に入れて、 

９月１０日（金）までにポストへ投函ください。 

（２）『福島市オンライン申請』によりアンケートに回答する場合、次の①または、②にて 

お願いいたします。 

①下のＱＲコードを読み取りスマートフォンで回答する。 

②ＵＲＬを入力して、パソコンで回答する。 

『福島市オンライン申請』による回答につきましては、９月１０日（金）までにお願いいたし

ます。本通知書左上に記載されている番号の入力が必要となりますので、回答が完了するまで

この用紙をお捨てにならないでください。 

 

裏面の参考資料もご覧ください。 
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参考資料 

○内部被ばく検査とは、検査を受けた時点で、体の中に取り込まれている放射性物質（放射性セシウ

ム）の量を測定し、体の内部で受ける放射線の量を計算するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

福島市健康管理検討委員会の見解 

 

 

 

 

 

 

 

○外部被ばく検査とは、体の外側の環境（大地など）から受ける放射線の量を、測定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島市健康管理検討委員会の見解 

 

 

 

 

 

○ガラスバッジ測定の結果については、専門検査機関で自然放射線量を差し引いてお知らせします。 

「放射線を理解するためのハンドブック」平成２８年１２月発行より抜粋 

また、福島市では放射線に関する各種取り組みを下記のとおり実施しております。 

 

 

実施しております上記各取り組みの結果につきましては、福島市ＨＰにて公表しております。詳しくは

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/bosai/bosaikiki/shinsai/hoshano/index.html  

をご覧ください。 

体内に存在する放射性物質から放出される放射線の

うち、物質を透過する力が強いガンマ線を測定します。 

鉛と鉄の板で囲み、外から入ってくる
ガンマ線を遮へいする 
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検査のイメージ 

■測定の結果から、呼吸や食べ物を通じて取り込まれた検査日時点における体内の放射性物質（放射性セシウム）

の量（単位：ベクレル）がわかります。 

■測定された放射性物質の量を基に、成人では５０年間、子どもでは７０歳までの間に、測定された放射性物質から

体が受ける放射線量（預託実効線量）を計算します。 

検査では、どんなことがわかるのでしょうか？ 

電子式積算線量計 ガラスバッジ 

個人線量計には、ガラスバッジや電子式個人積算線量計があります。一定

期間の外部被ばく線量を図ることができます。 

（単位：マイクロシーベルト／測定期間） 

平成２３年度からこれまでの結果について３ヶ月間

での測定で推定された年間積算線量からは、「将

来、放射線によるがんの増加などの可能性は少な

い」と判断されます。 

 

これまで実施してきた検査結果では、放射性セシウムが検出された方につ

いても福島市健康管理検討委員会が*預託実効線量は全員１ミリシーベル

ト未満であり、「健康に影響を与えるような数値ではない」との見解を示し

ています。 

*預託実効線量とは、成人では５０年間、子どもでは７０歳までに体内から受けると

思われる内部被ばく線量のことです。 

・農産物放射性物質測定 ・市場に流通する生鮮食料品等の放射性物質測定 ・福島市保育所給食まるごと検査事業 

・学校給食まるごと検査事業 ・市民の持ち込みによる食品の放射性物質測定 

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/bosai/bosaikiki/shinsai/hoshano/index.html

